
薬第５４５号  

令和４年１月２４日  

 

岐阜県医薬品卸協同組合 理事長 様 

 

岐阜県健康福祉部薬務水道課長  

 

 

新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴うＰＣＲ検査試薬等・ 

抗原定性検査キットの適正な流通について（依頼） 

 

県の薬務行政の推進にご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

厚生労働省は、令和４年１月１３日に製造販売業者に対しＰＣＲ検査試薬及び抗原

定性検査キット（以下、抗原検査キット等という）の増産等を要請するとともに、卸

売業者に対して都道府県等からの発注に対して速やかに納入できるよう必要な在庫量

の確保を要請しています。また、その後の感染者急増による需要の急激な高まりを踏

まえ、１月２０日に卸売業者に対して需要がひっ迫している間は、納入先として、当

該製品を用いて行政検査を行う医療機関や地方自治体を優先するよう要請したところ

です。一方、県内の一部の医療機関からは抗原検査キット等の在庫がないため検査を

受付できない等の相談が寄せられており、県では今後さらに需要がひっ迫するものと

考えております。 

つきましては、卸売販売業者におかれましては需要がひっ迫している間は納入先と

して、新型コロナウイルス感染症の確定診断を行う診療・検査医療機関を優先するこ

とについて、貴組合員に対し周知いただきますようお願いします。また、別添調査票

により対応状況及び令和４年１月２６日（水）時点の在庫状況について令和４年１月

２７日（木）までに取りまとめの上、御報告願います。 

 

（参考）厚生労働省ホームページ 

「新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品（検査キット）の承認情報」 

<https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html> 
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事 務 連 絡 

令和４年１月 13 日 

 

一般社団法人日本医療機器産業連合会 

一般社団法人米国医療機器・IVD 工業会 

欧州ビジネス協会医療機器・IVD 委員会 

一般社団 法人日 本臨床検 査薬協 会 

 

 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部  

厚 生 労 働 省 医 政 局 経 済 課 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う 

ＰＣＲ検査試薬等・抗原定性検査キットの安定供給について 

 

 

医療機器等の安定供給の確保に、平素より多大なるご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

 

現在、健康上の理由等により新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けら

れない方を対象に、社会経済活動を行う際のＰＣＲ・抗原定性等検査を予約不要・

無料とし、また、感染拡大傾向時には、都道府県の判断により、ワクチン接種者を

含め感染の不安がある無症状者に対して検査を無料で行うことが可能となってお

ります。 

加えて、オミクロン株の発生に伴い、ＰＣＲ検査試薬等・抗原定性検査キットの

需要が更に高まり得ることが想定されます。 

 

ついては、必要に応じて増産を図る等の措置を講じることにより、安定供給に努

めていただきたい旨、貴会傘下の会員企業に対し周知願います。 

 

 

御中 



 

事 務 連 絡 

令和４年１月 20 日 

 

一般社団法人  日本医薬品卸売業連合会 

一般社団法人  日本ジェネリック医薬品販社協会 

一般社団法人 日本医療機器販売業協会 

 

厚生労働省医政局経済課    

 

    

新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴うＰＣＲ検査試薬等・ 

抗原定性検査キットの適正な流通における留意点について 

 

 

医療機器等の安定供給の確保に、平素より多大なるご協力を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

 

「新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴うＰＣＲ検査試薬

等・抗原定性検査キットの適正な流通について」（令和４年１月 13 日付け事務

連絡）により、ＰＣＲ検査試薬等・抗原定性検査キットについては、製造販売業

者へ増産等要請するとともに、卸売業者においても都道府県等からの発注に対

して速やかに納入できるよう必要な在庫量を確保いただくことを要請したとこ

ろですが、現在、感染者の急増等により、当該製品の需要が急激に高まっており、

一部の医療機関や地方自治体において入手困難となっているところです。 

 

このため、卸売業者におかれましては、需給がひっ迫している間は納入先とし

て、当該製品を用いて行政検査を行う医療機関や地方自治体を優先することに

ついて、改めて貴会傘下の会員企業に対し周知いただきますよう、よろしくお願

いいたします。 

御中 




